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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙層又は板紙層と、外側の液体を通さないプラスチックコート層と、を備えた包装積層
体から成る包装容器（１０）に充填された食品の保存性を高めるための熱処理方法であっ
て、
　食品充填済みの前記包装容器（１０）を液体加熱媒体にさらして、前記食品を所定の処
理温度まで加熱し、所定時間、該食品を前記所定処理温度に保持し、
　前記所定時間の経過後に、前記包装容器（１０）を液体冷却媒体にさらして、前記熱処
理済み食品を冷却する方法において、
　前記食品充填済み包装容器（１０）を、前記液体加熱媒体と接触させる前に、前記疎水
性含浸剤を含む液浴（１２）に浸漬、又は前記疎水性含浸剤を含む液浴（１２）に浸す、
又は前記疎水性含浸剤を含む液浴（１２）を通過させ、前記包装容器（１０）の外側に表
出した切れ目縁部に、疎水性含浸剤を吸収及び含浸させることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記液浴（１２）内の工程全体にわたって、前記包装容器（１０）を前記液浴（１２）
中に完全に沈めたままとすることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記液浴（１２）の温度を、周囲温度よりも高い温度に保持することを特徴とする請求
項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
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　前記液浴の温度を、６０℃～９０℃に保持することを特徴とする請求項１～３のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記液浴中における前記疎水性含浸剤の濃度を、液体の重量比で１％～５％とすること
を特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記疎水性含浸剤は、界面活性剤よりなることを特徴とする請求項１～５のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項７】
　前記界面活性剤は、脂肪酸尾部に１６個～２２個の炭素原子を有するアルキルケテンダ
イマーであることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記熱処理を、処理温度８０℃～１４０℃のレトルト処理により、バッチ式または連続
式に行うことを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記熱処理を、温度６０℃～９０℃の低温殺菌により、連続的に行うことを特徴とする
請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は食品の処理方法に関し、その目的は、食品の保存性を高めることにあり、該方
法において食品は、紙層又は板紙層と、外側の、液体を通さないプラスチックコート層と
、を備えた包装積層体から成る包装容器に充填しており、該方法において、食品充填済み
包装容器は液体加熱媒体にさらされ、所定の時間中は、食品を所定の処理温度に加熱し保
持し、該方法において、包装容器はその後、液体冷却媒体にさらされて加熱処理済み食品
を冷却している。
【背景技術】
【０００２】
　食品は、１回限りの使い捨てタイプの包装容器に充填されて運ばれることが多く、また
、このような１回限りの使い捨てタイプの包装容器は、その非常に多くが、紙層又は板紙
層と、外側の液体を通さないプラスチックコート層と、を備えた包装材料から作られてい
る。
【０００３】
　他のものよりも長期間、包装容器内での保存に耐えるように食品の保存性を高めるため
、食品の充填は無菌状態下で行うことができ、この場合食品および包装材料は、互いに接
触する前に、有害な微生物、特に病原体を、根絶(exterminate)、除去(eliminate)、非活
性化(deactivate)するため、別個に処理され、また、処理済み食品は、再感染を避けるた
めに無菌状態下で、処理済み包装材料内に封入されている。
【０００４】
　包装食品の保存性を高める別の方法としては、先ず、包装容器に食品を充填して密封し
、次に、包装容器と共に食品に対して、細菌を殺す熱処理を行う、という方式に基づくも
のが、同様に従来より知られている。
【０００５】
　上述した、別の方法は、例えば欧州特許第１０１５３２４号明細書に記載されている。
この従来方法によれば、食品は、紙又は板紙と、外側の液体を通さないプラスチックコー
トと、から成る包装容器に充填されている。包装容器は、熱シールにより閉じて密封され
、レトルトの中に入れられ、レトルトの中で、包装容器を、加熱媒体、例えば熱蒸気にさ
らして、食品を所定の処理温度、通常は８０℃～１４０℃の間で加熱している。前記処理
温度に達すると、加熱媒体、例えば熱蒸気を連続して供給することにより、この処理温度
に食品を所定時間、保持している。前記処理温度での保持時間は、主に被処理食品の種類
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に基づき、広い範囲で変えることができるが、熱処理は、風味、濃度、色、香り等のよう
な食品の品質特性に悪影響を及ぼすことなく、包装容器内の有害な微生物を確実に絶滅す
るため、十分に長く行う必要がある。前記処理温度での保持時間の終了後、加熱媒体を、
冷却媒体、例えば冷水と置換して、加熱処理済み食品を適温まで冷却し、該適温において
、包装容器をレトルトから降ろして、さらなる搬送および処理を行う。
【０００６】
　同様の方法が、例えば国際公開第２００６／１１２７６５号に記載されている。この従
来方法によれば、既に熱処理が終了した、まだ熱い（約８０～９０℃）食品を、包装容器
に充填している。充填済み包装容器を、熱シールによりシールした後、これを熱処理チャ
ンバー又はトンネルに供給及び通して搬送して、包装容器内の有害な微生物の完全な絶滅
が確実となるように予め定められた時間中、例えば約８０℃～９０℃という適切な充填温
度又はほぼ適切な充填温度において、食品を連続的に高温保持している。終了後、熱処理
済み食品の入った包装容器を冷却して処理チャンバーから取り出し、更なる搬送および処
理を行なっている。前記方法と同様に、この場合も、食品を連続的に加熱保持は、例えば
熱蒸気のような液体加熱媒体の供給によって行うことができる。
【０００７】
　前記従来技術の方法のように、保存性を高めるための熱処理を、レトルト内又は処理チ
ャンバー内で行なうかどうかにかかわらず、充填された食品を適切な処理温度まで加熱す
る加熱媒体の選択は、非生産的で且つ互いに相容れない場合のある必要性に関連している
。このような要望は一般的に、できるだけ迅速で且つコストに優れた加熱処理を行うこと
であり、対立する必要性は、食品および包装容器に対して、このような温度での加熱およ
び保持の悪影響をできるだけ小さくすることである。
【０００８】
　迅速で且つコストに優れた加熱に対する要望は、ガス加熱媒体よりも早く包装容器壁に
熱を伝える熱蒸気のような液体加熱媒体を用いることにより、達成されるが、一方で熱蒸
気のような液体加熱媒体には、包装容器外側に表出した切れ目縁部に入り込み、包装容器
の品質及び寸法の安定性を損なうという問題点を有する。他方、ガス加熱媒体は、このよ
うに弱い、表出した切れ目縁部分における包装壁に入り込む性質がないので、液体加熱媒
体を用いるよりも穏やかに、包装容器を熱処理することができる。一方、ガス加熱媒体は
、液体加熱媒体よりも熱移動の効果が弱いので、迅速でコストに優れた熱処理に対する要
望及び要請に逆行するものとなる。
【０００９】
　このように従来においては、冒頭に記載された方式の方法に対する要望が、未だ残され
ている。つまり液体の浸透により容器が破損又は変形するおそれ又は包装容器の表出した
切れ目縁部でのエッジウィッキングがなく、液体加熱媒体による、紙又は板紙の容器に充
填された食品の迅速で且つコストに優れた熱処理を行なう方法に対する必要性が、未だ残
されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、本発明の目的は、そのような方法に対する要望を満足させることにあり、
それにより、包装容器外側に表出した切れ目縁部に液体が浸透することによる包装容器の
破損又は変形のおそれがない、液体加熱媒体を用いた迅速で且つコストに優れた充填食品
の熱処理を実現することができる。
【００１１】
　本発明の更なる目的は、レトルト内の液体加熱媒体により、紙又は板紙の容器に充填さ
れた食品の熱処理を、迅速に、費用効率を高く、穏やかに行なうことのできる方法を実現
することにある。
【００１２】
　また、本発明の更なる目的は、包装容器を通過させるトンネル内又は処理チャンバー内
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の液体加熱媒体により、迅速で且つコストに優れた、紙又は板紙の容器に充填された食品
の熱処理方法を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　これらと他の目的、及び利点は、本発明にかかる独立請求項１に記載された方法により
、達成することができる。
【００１４】
　便宜上の好適な実施形態には、付加された下位クレームに記載の特徴的事項が示されて
いる。
【発明の概要】
【００１５】
　したがって、本発明は、包装積層体から成る包装容器に充填される食品の保存性を高め
ることのできる処理方法であって、包装積層体は、紙層または板紙層と、その外側の液体
を通さないプラスチックコート層と、を備え、該方法においては、所定の時間中、食品充
填済みの包装容器は液体加熱媒体にさらされて、食品を加熱し所定の処理温度に保持し、
該方法においては、その後、前記包装容器は液体冷却媒体にさらされて、加熱処理済み食
品を冷却する、方法を実現することができる。本方法は、食品充填済み包装容器を、液体
加熱媒体と接触させる前に疎水性含浸剤と接触させて、包装容器外側に表出した切れ目端
部に疎水性含浸剤を浸透(penetration)又は含浸(impregnation)させることを特徴とする
。
【００１６】
　前記包装容器を疎水性含浸剤に接触させることにより、疎水性含浸剤が、包装容器外側
に表出した切れ目縁部における紙繊維間又は板紙繊維間に入り込んで、紙繊維又は板紙繊
維に含浸され、親水性の紙繊維又は板紙繊維は、疎水化されて、撥水性となり、したがっ
て、疎水化後の紙繊維又は板紙繊維は、水蒸気又は液体にさらされても、液体を吸収しに
くくなる。
【００１７】
　この包装容器の弱い部分への疎水性含浸剤の浸透を促進するため、包装容器をさらす疎
水性含浸剤は、液体、好ましくは水に、乳化又は分散しておくことが好ましい。
【００１８】
　例えば、含浸剤を乳化又は分散させた液体を、例えば、該液体を細かく分散させてスプ
レーする、又は、包装容器を、乳化又は分散させた疎水性含浸剤を含む液体の槽を通過さ
せることによるような任意の適した方法で、包装容器に適用することができる。
【００１９】
　前記包装容器を、この槽に完全に沈めて搬送することにより、包装容器外側の切れ目の
自由縁部の全体への含浸を確実に行なうことが、より好ましい。
【００２０】
　前記包装容器外側の切れ目縁部における、前記含浸剤の浸透を促進させるためには、液
体の温度を、周囲温度よりも高い温度まで上げて保持することが有利である。最も好まし
くは、引き続く熱処理の前に食品を冷却する必要がないように、前記液体の温度は、充填
食品の温度に一致する温度、又は、充填食品の温度を僅かに超える温度に維持するべきで
ある。したがって、前記液体に適した温度範囲は、６０℃～９０℃となる。
【００２１】
　前記疎水性含浸剤の濃度は変えることができるが、通常は、前記液浴の重量に対して、
１％～５％とするべきである。
【００２２】
　本発明では、疎水性含浸剤の選択はあまり重要でないが、使用可能な含浸剤は、数多く
ある周知の疎水性含浸剤の中から選択することができる。使用可能な含浸剤が非常に多い
のは、本発明にかかる方法に使用される含浸剤が、包装容器内の充填食品に接触するおそ
れがなく、まだ表出した切れ目の縁部として残っている領域の繊維間にわずかな距離だけ
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入り込むに過ぎないからである。
【００２３】
　しかしながら、含浸剤が食品の認可に対する要件を満たすような含浸剤を選択すること
が好ましく、そのため、もし含浸剤が包装容器の中に入り込み食品と接触しても、食品に
悪影響を及ぼすことがない。前記好適な含浸剤としては、界面活性剤を例として挙げるこ
とができ、該界面活性剤は、液浴内での表面張力を低下させるので、包装容器外側の切れ
目縁部への浸透を促進する。本発明の使用に適した含浸剤としては、アルキルケテンダイ
マー（ＡＫＤ）、好ましくはその脂肪酸尾部(fat tail)に、１６個～２２個の炭素原子を
有するアルキルケテンダイマーがある。脂肪酸尾部に１８個の炭素原子を有するアルキル
ケテンダイマーが最も好ましい。前記使用に適したアルキルケテンダイマーのより詳しい
情報については、欧州特許出願第０２７３３６５９号明細書に記載されており、その内容
は参照として本明細書に組み込まれている。
【００２４】
　本発明の更なる目的、効果、詳細については、添付図を参照して、以下の記載から明ら
かとなる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】添付図には、本発明にかかる方法による、保存性を高める包装容器の熱処理の実
現が概略的に示されている。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　主に添付図を参照して本発明について説明するが、本発明は、本実施形態のみに限定さ
れるものでない。当業者であれば、本記載に基づき、発明の要旨の範囲内で、添付のクレ
ームで定められたとおりに修正、変更が可能であることは、明らかである。
【００２７】
　図中、左側には複数の包装容器１０が示され、これら複数の包装容器１０には、該食品
の保存性を高めるための、本発明にかかる方法を用いて、該食品を熱処理される食品が充
填されている。包装容器１０は、包装積層体のウェブ又は作成済みのブランクから作られ
、該包装積層体は、紙層又は板紙層と、外側の液体を通さないプラスチックコート層と、
を備え、該プラスチックコートは、温度８０℃～１４０℃の熱処理に耐える。
【００２８】
　包装容器１０は、太くて黒い矢印の方向に第一位置Ａまで搬送されており、第一ステー
ションＡにおいて、保持具１１に個別に配置され、包装容器１０は、該保持具１１により
、さらに搬送される。
【００２９】
　保持具１１はそれぞれ包装容器１０と共に、ステーションＡからステーションＢへと搬
送され、ステーションＢにおいて、保持具１１に入れられた包装容器１０は、脂肪酸尾部
に１６個～２２個の炭素原子を有するアルキリケテンダイマー、好ましくは脂肪酸尾部に
１８個の炭素原子を有するアルキリケテンダイマーのような疎水性含浸剤を含む液浴１２
に沈めて通過させられ、包装容器１０の外側に表出した切れ目縁部における紙繊維間又は
板紙繊維間の間隙に、疎水性含浸剤を接触および吸収させている。
【００３０】
　したがって、表出した切れ目縁部の全体に疎水性含浸剤を確実に吸収させるため、保持
具１１は、液浴１２を通過している間中は含浸剤と接触していない切れ目縁部又は切れ目
部分が生じないように、サイズ及び構成にするべきである。
【００３１】
　脂肪酸尾部に１６個～２２個、好ましくは１８個の炭素原子を有するアルキルケテンダ
イマーのような疎水性含浸剤の水浴１２中の濃度は、好ましくは１％～５％の範囲内であ
り、しかも水浴１２は、充填食品の温度と一致する温度又は充填食品の温度を若干超える
温度に保持されている。水浴１２は通常、約６０℃～９０℃という温度に保持されており
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、引き続く熱処理前に食品を冷却する必要がない。
【００３２】
　前述に指摘されたように、本発明にとって疎水性含浸剤の選択はあまり重要でないが、
包装容器の切れ目縁部への浸透および吸収を促進するように、表面張力を低下させる疎水
性含浸剤（界面活性剤）を選択することが好ましい。
【００３３】
　ステーションＢでの含浸処理後に、太くて黒い矢印により示されるように、保持器１１
はそれぞれ包装容器１０と共に、処理ステーションＣへと更に導かれ、処理ステーション
Ｃでは、実際の熱処理が行われる。ステーションＣには、入口１３と、出口１４と、を備
える装置１５が設けられており、装置１５では、それぞれ包装容器１０を有する保持具１
１が、順次、加熱領域１６、保持領域１７、冷却領域１８を通過している。前記領域１６
～１８は、必須ではないが、互いに開放的に連通しているが、前記領域１６～１８を、開
口（図示省略）を有する仕切り体１９，２０により互いに仕切り、個別のものとすること
ができ、該開口は、包装容器１０に入れられた保持具１１を装置１５により搬送する時に
、保持具１１が通過できるサイズとされている。
【００３４】
　入口又は仕切り１３を介して加熱領域１６へ搬入後、保持具１１がこの領域１６を通過
している間中、包装容器１０に充填されている食品は、液体加熱媒体、好ましくは熱蒸気
により、８０℃～１４０℃の範囲内で所定の温度にまで加熱され、液体加熱媒体は、ノズ
ル（図示省略）より、包装容器１０の外側にスプレーされている。
【００３５】
　充填食品が、蒸発した液体相であり又は蒸発した液体相を含んでおり、包装容器１０内
側に過剰な圧力を作りだす、このような場合、この内側の過剰圧力を相殺し、包装容器１
０内側の過剰圧力により包装容器１０が破損または爆発するおそれを回避するためには、
加熱領域１６の内側に高い圧力をかけることが適しており、また必要な場合がある。
【００３６】
　食品を所定の処理温度に加熱した時、包装容器１０が加熱領域１６を通過している間中
は、包装容器１０は、さらに保持領域１７にまで搬送される。保持領域１７では、液体加
熱媒体、好ましくは熱蒸気が、ノズル（図示省略）を介して、包装容器１０の外側にスプ
レーされ、包装容器１０は保持領域１７を通過している間中はずっと、食品を関連処理温
度に保持している。前述のように、包装容器１０内の有害な微生物に対し所望の絶滅、除
去、非活性化を確実に行なうのに必要な所定時間中は、充填食品がこの温度に保持される
ように、保持領域１７内での包装容器１０の保持時間が定められている。
【００３７】
　包装容器１０は、保持領域１７から冷却領域１８に搬送され、冷却領域１８では、食品
が冷水により冷却される。この冷水は、冷却領域１８を通過している間中はずっと、ノズ
ル（図示省略）を介して包装容器１０の外側にスプレーされる。
【００３８】
　加熱処理及び冷却済みの包装容器１０は、出口１を介して装置１５から取り外されて、
それぞれの保持具１１に入れられた状態で、太くて黒い矢印方向に、ステーションＤまで
さらに搬送され、ステーションＤでは、包装容器１０は保持具１１から取り外される。
【００３９】
　したがって、取り外された包装容器１０は、その後、従来通りに更なる処理が行なわれ
て、店頭又は同様の売り場に輸送される。
【００４０】
　このように上述の実施形態は、食品の保存性を高めるために加熱処理をしている間に、
包装容器を液体媒体、例えば熱蒸気にさらす際に、非常に簡単な方法および非常に簡易な
手段のみを用いることにより、包装容器外側に表出した切れ目縁部への液体の浸透から、
紙又は板紙を基部とした包装容器を、いかに効果的に保護することができるかについて説
明している。
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【００４１】
　前述のように、本発明にかかる方法は、主に、低温殺菌装置内で行われる熱処理につい
て、熱処理の全体にわたってトンネル内を包装食品を実質的に連続的に通過させる熱処理
について説明したが、本発明は、この詳細に示された実施形態に限定されるものでない。
また、本発明にかかる方法は勿論、充填食品の熱処理を、例えば一の同じ処理チャンバー
内に包装容器を封入した状態を、熱処理の全体にわたって保つ、レトルト装置内において
バッチ式で行われる場合に適用することもできる。さらに、疎水性含浸剤を含む液体は、
容器の外壁に細かく分散させた状態でスプレーすることにより、包装容器に使用すること
ができる。最も広い要旨において、本発明にかかる方法は、基本的に、熱処理中の少なく
ともある段階において、液体媒体にさらされる紙または板紙の容器に充填された食品の、
ありとあらゆる熱処理に対して用いることができる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明にかかる方法は、容器を液体媒体にさらされる際、又は容器を液体媒体にさらす
おそれがある際、包装容器外側に表出した切れ目縁部より液体が入り込まないように、紙
又は板紙の容器を保護するために用いることができる。特に、前記方法は、食品の保存性
を高めることを目的として、容器の外側にスプレーされる液体媒体、例えば熱蒸気、温水
、又は冷水がそれぞれ、容器を加熱ないし冷却している間、被加熱処理食品を充填した容
器を保護するために用いることができる。この種の熱処理としては、連続式又はバッチ式
で行われる、レトルト又は低温殺菌が例として挙げられる。
【符号の説明】
【００４３】
　　１０　包装容器
　　１１　保持具
　　１２　液浴
　　１３　入口
　　１４　出口
　　１５　装置
　　１６　加熱領域
　　１７　保持領域
　　１８　冷却領域
　　１９，２０　仕切り体
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